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近
代
日
本
研
究
第
三
十
九
巻
（
二
〇
二
二
年
度
）

特
集

日
英
同
盟
再
考

日
英
同
盟
の
時
代
と
戦
争
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
変
化

後

藤

春

美

は
じ
め
に

日
英
同
盟
が
締
結
さ
れ
た
一
九
〇
二
年
は
、
帝
国
主
義
（im

perialism

）
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
全

域
に
わ
た
っ
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
は
、
南
下
し
よ
う
と
す
る
ロ
シ
ア
帝
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ゲ
ー
ム
と
称
さ
れ
る
対
抗
状
態
に
あ
っ

た
。
ロ
シ
ア
の
南
下
は
日
本
に
と
っ
て
も
大
い
な
る
脅
威
で
あ
り
、
日
英
同
盟
は
、
従
来
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
対
抗
の

観
点
か
ら
考
え
る
の
が
第
一
で
あ
る
。

一
方
で
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
国
際
協
力
に
よ
っ
て
種
々
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
国
際

主
義
（internationalism

）
が
大
き
な
成
長
を
見
せ
た
時
代
で
も
あ
る
。
一
八
六
四
年
に
は
「
戦
地
軍
隊
に
お
け
る
傷
病
者
の
状
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態
の
改
善
に
関
す
る
条
約
」（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
）
が
調
印
さ
れ
、
一
八
七
六
年
に
は
赤
十
字
国
際
委
員
会
（International

Com
m
ittee

ofthe
Red

Cross

）
も
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
八
九
九
年
に
は
第
一
回
、
一
九
〇
七
年
に
は
第
二

回
の
万
国
平
和
会
議
が
ハ
ー
グ
で
開
催
さ
れ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
を
経
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
び
と
は
平
和
を
い
っ
そ
う
強
く
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
国
際
連
盟

（League
ofN

ations

）
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
日
英
同
盟
は
廃
棄
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

万
国
平
和
会
議
も
、
国
際
連
盟
も
、
大
戦
の
勃
発
を
防
げ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
国
際
的
な
合
意
や
機
構
の
設
立
に
よ
っ
て
平
和
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
考
え
は
潰
え
る
こ
と
な
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

に
は
国
際
連
合
が
設
立
さ
れ
、
武
力
行
使
の
一
般
的
禁
止
（
戦
争
の
違
法
化
）
が
達
成
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
戦
争
が
違
法
化
さ
れ

た
と
い
っ
て
も
、
現
在
に
至
っ
て
も
違
法
な
行
為
を
す
る
国
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
二
〇
二
二
年
の
ロ

シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
示
さ
れ
て
い
る
が
。

千
葉
功
は
「
一
九
〇
〇
〜
一
九
一
九
年
の
時
期
は
、
国
際
紛
争
に
対
し
て
伝
統
的
な
武
力
的
解
決
（
戦
争
）
が
志
向
さ
れ
る
一

方
で
、
平
和
的
解
決
が
新
た
に
提
唱
さ
れ
始
め
た
時
代
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
（
1
）

い
る
。
日
英
同
盟
の
時
代
に
は
、
戦
争
や
平
和
に

つ
い
て
の
軍
事
的
観
点
や
現
実
主
義
的
外
交
は
、
国
際
主
義
的
見
方
や
平
和
維
持
の
試
み
の
萌
芽
と
併
存
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

後
者
が
強
ま
る
中
で
日
英
同
盟
も
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
流
れ
は
、
通
常
あ
ま
り
並
べ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
（
2
）

な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
利
用
し
て
、
日
英

同
盟
を
同
時
代
の
国
際
主
義
や
平
和
維
持
の
試
み
と
並
べ
て
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
同
盟
は
、
国
際
主
義
的
動
き
に
よ
っ
て

批
判
や
見
直
し
要
求
に
さ
ら
さ
れ
た
の
か
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
日
英
同
盟
の
時
代
を
考
え
る
試
み
で
あ
る
。
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一

文
明
―
非
文
明
と
日
本

『
近
代
世
界
の
誕
生
』
に
つ
い
て
考
察
し
た
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ベ
イ
リ
は
、
一
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
、
比
較
的

小
さ
な
地
域
内
で
の
激
し
い
競
争
に
よ
っ
て
、
諸
国
は
戦
争
技
術
の
発
展
の
た
め
に
資
金
を
費
や
し
、
自
分
た
ち
の
兵
器
が
敵
の

そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
努
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
書
く
。
こ
の
た
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
戦
争
に
関
し
世
界
の
他
の
地
域
よ
り
も
傑

出
し
て
い
っ
た
。
ベ
イ
リ
は
直
截
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
人
を
殺
す
の
が
ず
っ
と
上
手
く
な
っ
た
」
と
書
く
。
ま
た
、
戦
争
は
国

家
財
政
を
圧
迫
す
る
が
、
一
八
世
紀
に
英
仏
両
国
が
絶
え
間
な
く
戦
う
過
程
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
戦
費
を
効
率
的
に
調
達
す
る
財
政

力
を
身
に
つ
け
て
い
（
3
）

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
軍
事
的
優
勢
を
背
景
に
し
て
、
一
九
世
紀
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
法

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
）
が
万
国
の
国
際
法
（
万
国
公
法
）
と
し
て
世
界
を
覆
う
こ
と
と
な
っ
た
。

公
法
、
国
際
法
と
い
う
言
葉
は
正
義
を
守
っ
て
く
れ
る
法
と
い
う
響
き
を
持
つ
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
の
国
際
法
は
必
ず
し
も

万
国
の
正
義
を
守
る
こ
と
を
考
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
世
界
を
「
文
明
（civilized

）」
と

「
非
文
明
（uncivilized

）」
に
分
け
る
考
え
方
が
強
ま
っ
て
い
た
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
「
文
明
」
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
多
く
は
「
非
文
明
」
と
さ
れ
、
国
際
法
上
の
権
利
を
享
受
で
き
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
権
国
家
で
あ
っ

た
。
非
文
明
と
さ
れ
た
地
域
に
対
し
て
は
、
戦
争
法
規
も
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
の
国
際
法
は
こ
の
よ
う
な
地
域
を
植

民
地
化
す
る
こ
と
の
正
当
化
を
下
支
え
し
て
い
た
の
で
（
4
）

あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
な
く
と
も
文
明
の
標
準
に
近
い
と
さ
れ
、
国
際
社
会
へ
の
参
入
を
認
め
ら
れ
た
地
域
や
国
も
あ
っ
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
明
を
受
け
継
い
だ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
受
け
継
い
だ
と
し
て
も
、

日英同盟の時代と戦争についての考え方の変化
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ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
独
立
国
、
さ
ら
に
精
密
に
検
討
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
南
欧
の
国
々
、
さ
ら
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
つ
い
て
す
ら
、
文
明
―
非
文
明
の
ど
ち
ら
に
分
類
す
る
の
か
考
え
は
定
ま
ら
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
日
本

や
中
国
に
関
し
て
は
、「
文
明
」
と
「
非
文
明
」
の
間
に
あ
っ
て
西
洋
社
会
と
法
的
に
は
平
等
に
交
際
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し

れ
な
い
と
議
論
さ
れ
た
と
（
5
）

い
う
。

何
を
も
っ
て
文
明
と
す
る
の
か
。
そ
の
基
準
は
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
必
ず
し
も
正
義
に
か
な
っ

た
も
の
で
も
一
定
不
変
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
白
人
の
国
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
基
準
で
あ
っ
た
し
、
ま

た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
重
要
性
は
、
キ
リ
ス
ト
教
国
で
は
な
い
日
本
が
考
え
る
以
上
に
大
き
か
っ
た
。
さ
ら

に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
を
運
用
す
る
能
力
、
経
済
力
も
意
味
を
持
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
法
で
も
よ
い
の
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
軍
事
力
も
重
要
で
あ
っ
た
。
日
本
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
治
外
法
権
を
撤
廃
し
た

の
は
、
日
本
が
あ
る
程
度
の
軍
事
力
を
証
明
し
た
後
で
あ
（
6
）

っ
た
。

日
本
に
関
し
て
、
現
在
の
日
本
人
は
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
で
は
あ
る
が
文
明
国
と
し
て
国
際
社
会
に
参
入
で
き
た
こ
と
を
当

然
の
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
日
英
同
盟
の
時
期
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
日
本
に
対

す
る
視
線
を
検
討
し
た
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ベ
ス
ト
（A

ntony
Best

）
のBritish

Engagem
entw

ith
Japan

に
お
け
る
議
論
の
立
て

方
を
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
日
本
を
文
明
国
と
し
た
こ
と
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ベ
ス
ト
は

日
英
両
国
を
「
距
離
だ
け
で
な
く
人
種
、
文
化
、
そ
し
て
宗
教
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
本
質
的
に
異
な
る
国
」
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
「
黄
禍
論
の
時
代
に
ど
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
日
本
と
全
面
的
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
に
同
意
し
た
の
か
」、
さ
ら
に
日
英
同
盟
が

存
続
し
た
二
〇
年
間
に
関
し
て
、「
ど
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
日
本
を
信
頼
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
」、
イ
ギ
リ
ス
の
世

論
に
関
し
て
は
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
を
単
な
る
典
型
的
な
ア
ジ
ア
の
国
以
上
の
も
の
、
さ
ら
に
は
、
同
盟
の
義
務
を
果
た
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す
国
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
て
（
7
）

い
る
。

二
一
世
紀
の
現
在
で
も
イ
ギ
リ
ス
に
行
け
ば
、
世
界
を
広
く
知
り
公
平
な
考
え
を
持
つ
多
く
の
人
が
い
る
一
方
で
、「
奇
妙
な

日
本
人
」
と
い
う
偏
見
を
持
っ
た
人
び
と
に
も
出
会
う
。
ま
し
て
、
両
国
民
の
接
触
が
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
時
代
に
は
後
者
の

よ
う
な
考
え
を
持
つ
人
が
多
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
は
日
本
と
同
盟
を
結
び
、
日

本
が
同
盟
国
の
義
務
を
果
た
す
と
信
頼
で
き
た
の
か
、
と
い
う
の
が
ベ
ス
ト
の
問
い
の
立
て
方
で
あ
る
。
千
葉
功
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
列
強
と
ア
ジ
ア
の
国
家
と
の
間
で
『
同
盟
』
が
締
結
さ
れ
た
点
で
革
命
的
変
化
」
と
し
て
（
8
）

い
る
。

ベ
ス
ト
は
幕
末
の
邂
逅
の
時
期
か
ら
実
は
イ
ギ
リ
ス
の
日
本
に
対
す
る
評
価
が
高
か
っ
た
こ
と
を
描
写
し
て
い
く
。
い
や
、
直

接
の
邂
逅
以
前
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
出
版
物
に
は
、
人
の
命
に
無
関
心
な
野
蛮
さ
と
い
う
否
定
的
な
見
方
も
あ
っ

た
一
方
で
、
日
本
を
安
定
し
て
繁
栄
し
た
国
と
し
、
人
び
と
は
秩
序
正
し
く
、
教
育
を
受
け
た
者
は
西
洋
の
科
学
技
術
に
関
心
が

あ
り
、「
日
本
の
文
明
は
恐
ら
く
ア
ジ
ア
で
最
も
高
度
」
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
（
9
）

深
い
。

ベ
ス
ト
の
書
は
外
交
文
書
に
限
ら
ず
、
日
本
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
多
様
な
イ
ギ
リ
ス
人
の
記
録
を
博
捜
す
る
。
日
本
に
住
ん
で

い
た
者
、
イ
ギ
リ
ス
に
赴
い
た
日
本
の
為
政
者
に
会
っ
た
者
、
世
界
旅
行
の
途
次
に
日
本
に
立
ち
寄
っ
た
者
、
輸
出
や
投
資
の
市

場
と
し
て
日
本
を
見
た
者
、
王
室
な
ど
で
（
10
）

あ
る
。
こ
の
書
の
描
く
イ
ギ
リ
ス
の
日
本
観
を
一
部
紹
介
し
て
み
よ
う
。

イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
幕
末
の
日
本
は
、
ま
ず
、
中
国
沖
の
海
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
戦
略
的
な
位
置
に
あ
る
と
映
っ
た
。
現
在

の
東
ア
ジ
ア
国
際
政
治
に
も
つ
な
が
る
よ
う
な
第
一
印
象
で
あ
る
。
そ
し
て
商
業
面
で
非
常
に
重
要
な
中
国
は
、
気
候
の
面
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
居
住
に
適
さ
な
い
の
に
対
し
、
日
本
の
気
候
は
健
康
的
で
居
住
に
適
す
る
（healthy

and
congenial

）
と
評
し

て
い
る
。
こ
の
場
合
の
中
国
は
香
港
を
考
え
て
お
り
、
ま
た
日
本
と
の
対
比
の
際
に
南
ア
ジ
ア
も
思
い
浮
か
べ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
日
本
に
対
す
る
高
い
評
価
と
並
ん
で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
記
録
と
同
様
に
「
不
可
知
で
好
戦
的
な
東
洋
人
」
と
い
う
見
方
も

日英同盟の時代と戦争についての考え方の変化
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存
在
し
て
（
11
）

い
た
。

た
だ
し
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
決
し
て
平
和
で
は
な
か
っ
た
し
、
一
九
世
紀

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
戦
争
は
国
際
紛
争
の
正
当
な
処
理
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
日
本
の
戦
お
う
と
す
る
意
志
も
低
い
評

価
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
六
三
年
の
薩
英
戦
争
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
も
将
校
二
名
と
水
兵
九
名
が
死
亡
し
、

五
〇
名
の
負
傷
者
が
出
た
。
こ
の
こ
と
は
、
東
洋
で
は
シ
ー
ク
以
外
に
勝
る
も
の
の
な
い
勇
猛
な
日
本
人
、
敵
に
回
せ
ば
手
強
い

日
本
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
日
本
と
の
全
面
的
戦
闘
は
避
け
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
六

四
年
の
四
国
艦
隊
下
関
砲
撃
へ
の
イ
ギ
リ
ス
の
参
加
は
ロ
ン
ド
ン
の
承
認
な
し
に
行
わ
れ
、
こ
の
後
、
日
英
両
国
は
一
九
四
一
年

一
二
月
ま
で
戦
う
こ
と
は
な
か
（
12
）

っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
人
が
日
本
人
を
東
洋
で
最
も
進
歩
的
な
（progressive

）
人
び
と
と
評
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
点
に
注
目
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
秩
序
、
規
律
、
清
潔
さ
と
並
ん
で
、
洗
練
さ
れ
た
芸
術
、
デ
ザ
イ
ン
が
上
げ
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
日
本
の
園
芸
、
土
地
が
豊
か
で
良
く
耕
さ
れ
て
お
り
、
人
び
と
が
比
較
的
豊
か
で
あ
る
こ
と
、
西
洋
の
科
学
に
関
心
を
示
す

こ
と
も
評
価
さ
（
13
）

れ
た
。
日
本
の
園
芸
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
も
今
日
の
チ
ェ
ル
シ
ー
・
フ
ラ
ワ
ー
・
シ
ョ
ー
な
ど
で
の
日
本
人
の
活
躍

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
初
期
の
「
ア
ジ
ア
で
最
も
高
度
な
文
明
」
と
い
う
比
較
的
好
意
的
な
印
象
か
ら
出
発
し
た
と
言
っ
て
も
、
日
本
が
即
座
に

文
明
国
と
し
て
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
文
明
論
之
概
略
』、
文
明
開
化
、
西
洋
に
倣
っ
た
法
制
度
や
憲
法
の
導
入
な

ど
長
い
努
力
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
、
布
教
が
成
功
し
て
日
本
が
や
が
て
キ
リ
ス
ト

教
国
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
日
英
同
盟
と
の
関
連
で
は
、
当
然
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
は

日
本
の
軍
事
力
強
化
に
目
を
止
め
て
（
14
）

い
た
。
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日
清
戦
争
に
際
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
層
は
当
初
清
を
応
援
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
九
四
年
夏
、
日
本
軍
の
効
率
の
良

さ
が
明
ら
か
に
な
る
と
潮
目
は
変
わ
り
、『
タ
イ
ム
ズ
』
紙
な
ど
も
日
本
に
好
意
的
な
意
見
を
表
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

（
15
）

い
う
。

日
本
の
評
価
を
高
め
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
日
本
の
科
学
技
術
の
進
歩
が
あ
っ
た
と
い
う
の
も
興
味
深
い
。
特
に
注
目
さ
れ

た
の
は
、
医
学
と
地
震
学
で
あ
っ
た
と
い
う
。
地
震
学
に
は
地
の
利
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
医
学
に
関
し
て
は
、
一
八
九
六
年
の

『
イ
ギ
リ
ス
医
学
雑
誌
（British

M
edicalJournal

）』
が
北
里
研
究
所
を
ロ
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
や
ル
イ
・
パ
ス
ツ
ー
ル
の
研
究
所

に
並
ぶ
も
の
と
高
く
評
価
し
て
い
た
。
研
究
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
は
、
日
清
戦
争
中
の
日
本
陸
軍
の
医
療
に
つ
い
て
、

む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
よ
り
進
ん
で
い
る
く
ら
い
だ
と
高
く
評
価
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
時
の
フ
ロ
ー
レ
ン

ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
ら
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
の
医
療
レ
ベ
ル
が
低
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
時

代
的
に
は
少
し
先
で
あ
る
が
、
日
露
戦
争
中
の
日
本
赤
十
字
の
活
動
も
高
く
評
価
さ
（
16
）

れ
た
。

二

第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
―
―
戦
争
の
方
法
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
動
き

一
九
世
紀
末
に
な
る
と
、
軍
事
力
を
評
価
し
、
戦
争
が
国
に
「
栄
光
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
考
え
方
が
依
然
強
か
っ
た
一
方

で
、
そ
の
考
え
を
疑
問
視
し
、
軍
事
力
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
平
和
運
動
も
出
現
し
た
。
平
和
運
動
が
考
え
た
戦
争
の
代
替
と
は

集
団
安
全
保
障
（collective

security

）
や
仲
裁
（arbitration

）
で
あ
（
17
）

っ
た
。
戦
争
自
体
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
戦
争
の
仕
方
を
人
間
的
な
も
の
に
す
る
（hum

anize

）
こ
と
を
目
指
そ
う
と
も
考
え
ら
（
18
）

れ
た
。

ま
た
、
一
八
九
〇
年
代
ま
で
に
は
国
際
法
学
者
（internationallaw

yers

）
と
い
う
職
業
が
確
立
（
19
）

し
た
。
一
九
世
紀
後
半
は
、

日英同盟の時代と戦争についての考え方の変化
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種
々
の
分
野
に
大
思
想
家
と
い
う
よ
り
は
多
く
の
専
門
家
た
ち
が
登
場
し
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
あ
り
、
国
際
法
学

会
（Institutde

droitinternational,ID
I

）
も
結
成
さ
（
20
）

れ
た
。
国
際
法
学
者
た
ち
は
、
戦
争
勃
発
の
可
能
性
、
お
よ
び
戦
争
が
も

た
ら
す
破
壊
を
最
小
化
し
よ
う
と
努
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
際
平
和
運
動
の
側
も
、
国
際
法
に
頼
ろ
う
と
考
え
る
よ
う
に

な
（
21
）

っ
た
。

英
米
両
国
の
平
和
運
動
家
た
ち
は
紛
争
を
仲
裁
に
よ
っ
て
解
決
す
る
方
法
を
先
頭
に
立
っ
て
追
求
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
一
九
世

紀
初
頭
か
ら
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
メ
キ
シ
コ
、
ハ
イ
チ
、
チ
リ
な
ど
と
仲
裁
に
よ
る
問
題
解
決
を
行
っ
て
い
た
。
大
西
洋
を

ま
た
い
だ
平
和
運
動
の
目
的
は
、
政
府
に
、
仲
裁
を
標
準
的
紛
争
解
決
手
段
と
す
る
条
約
を
締
結
さ
せ
る
こ
と
で
あ
（
22
）

っ
た
。

一
八
九
七
年
に
は
英
米
間
で
、
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
で
き
な
か
っ
た
す
べ
て
の
問
題
を
仲
裁
に
付
そ
う
と
い
う
オ
ル
ニ
ー＝

ポ
ー
ン
ス
フ
ッ
ト
条
約
（
（
23
）

O
lney-

（
24
）

Pauncefote
Treaty

）
が
調
印
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
上
院
で
の
批
准
に
は
至

ら
な
か
（
25
）

っ
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
は
中
南
米
諸
国
と
の
間
で
も
仲
裁
の
慣
行
を
積
み
重
（
26
）

ね
た
。
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
ま
で
に

は
、
欧
米
の
国
々
で
は
、
紛
争
の
種
類
に
よ
っ
て
は
仲
裁
に
よ
る
と
い
う
取
り
決
め
が
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
（
27
）

い
た
。

一
八
九
八
年
八
月
二
四
日
、
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
（
一
八
六
八
―
一
九
一
八
年
、
在
位
一
八
九
四
―
一
九
一
七
年
）
が

軍
備
の
過
剰
と
い
う
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
平
和
会
議
を
呼
び
か
け
た
。
ロ
シ
ア
提
案
の
背
景
と
し
て
は
、
軍
事
面
、
経
済
面
で

の
ロ
シ
ア
の
事
情
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
軍
事
技
術
面
で
ロ
シ
ア
は
、
競
争
相
手
に
比
べ
て
進
歩
が
遅
く
、
ま
た
、
財
務
大

臣
の
セ
ル
ゲ
イ
・
ウ
ィ
ッ
テ
（SergeiW

itte

）
伯
爵
は
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
建
設
（
一
八
九
一
年
開
始
、
一
九
〇
四
年
全
線
開
通
）

な
ど
に
資
金
を
振
り
向
け
る
た
め
軍
事
予
算
を
減
ら
し
た
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
ニ
コ
ラ
イ
二
世
に
は
、
平
和
な
国

際
秩
序
を
樹
立
す
る
中
心
に
立
と
う
と
い
う
意
志
が
あ
っ
た
と
さ
（
28
）

れ
る
。

世
界
の
政
治
家
は
ロ
シ
ア
の
提
案
を
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
考
え
、
軍
事
に
重
き
を
置
く
多
く
の
人
び
と
は
平
和
会
議
な
ど
危
険
な
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発
想
だ
と
考
（
29
）

え
た
。
会
議
開
始
後
、
仲
裁
な
ど
に
関
し
て
報
告
を
受
け
た
ド
イ
ツ
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
（W

ilhelm
II,

一

八
五
九
―
一
九
四
一
年
、
在
位
一
八
八
八
―
一
九
一
八
年
）
は
、「
こ
の
子
供
の
夢
は
何
だ
」
と
報
告
書
の
余
白
に
記
し
、「
時
間

が
経
つ
に
つ
れ
、
こ
れ
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
」
と
考
え
た
と
（
30
）

い
う
。

招
請
を
受
け
た
国
は
参
加
に
同
意
し
た
。
議
題
は
、
戦
争
を
避
け
、
戦
争
に
規
則
を
設
け
る
多
く
の
論
点
を
含
ん
で
ふ
く
れ
あ

が
っ
た
。
一
八
九
九
年
五
月
一
八
日
、
二
六
ヵ
国
が
参
加
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
で
第
一
回
平
和
会
議
が
開
催
さ
れ
、
七
月
ま

で
続
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
代
表
は
、
ヘ
イ＝

ポ
ー
ン
ス
フ
ッ
ト
条
約
を
作
成
し
た
ポ
ー
ン
ス
フ
ッ
ト
駐
米
大
使
、
お
よ
び
ジ
ャ
ッ
キ
ー
・

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（Jacky

Fisher
）
元
帥
と
ジ
ョ
ン
・
ア
ー
ダ
ー
（John

A
rdagh

）
大
尉
で
あ
っ
た
。
仲
裁
に
熱
心
な
者
と
、
軍

事
力
を
重
視
す
る
者
の
両
方
が
含
ま
れ
て
（
31
）

い
た
。

日
本
も
清
や
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
共
に
招
請
さ
れ
た
。
日
本
が
個
別
の
専
門
的
・
技
術
的
議
題
を
扱
う
の
で
は
な
い
、
全
般
的
問

題
に
関
す
る
国
際
会
議
に
参
加
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
（
32
）

っ
た
。
日
英
同
盟
研
究
の
大
家
イ
ア
ン
・
ニ
ッ
シ
ュ
（Ian

N
ish

）

は
、
こ
の
招
請
を
日
本
が
世
界
的
大
国
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
の
証
拠
の
一
つ
に
加
え
て
（
33
）

い
る
。
ハ
ー
グ
会
議
を
研
究
し
た
ア

ベ
ン
フ
イ
ス
（M
aartje

A
bbenhuis

）
は
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
に
と
っ
て
ハ
ー
グ
会
議
へ
の
参
加
は
国
際
シ
ス
テ
ム
の
一
部
に

な
る
だ
け
で
な
く
、
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
側
に
立
つ
こ
と
も
意
味
し
た
と
し
、
日
本
は
国
際
社
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の
一
員
と

な
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
評
し
て
（
34
）

い
る
。
日
本
代
表
団
に
は
、
駐
露
公
使
の
林
董
、
駐
ベ
ル
ギ
ー
公
使
の
本
野
一
郎
、
軍
事

面
で
は
上
原
勇
作
（
参
謀
本
部
第
三
部
長
）
と
坂
本
俊
篤
（
海
軍
大
学
校
教
頭
）、
嘱
託
と
し
て
国
際
法
学
者
の
有
賀
長
雄
が
任

命
さ
れ
た
。

一
方
、
南
ア
フ
リ
カ
の
オ
ラ
ン
ダ
系
の
人
び
と
（
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
ー
）
の
国
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
と
オ
レ
ン
ジ
自
由
国
は
、
会
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議
に
招
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
両
国
は
オ
ラ
ン
ダ
と
は
関
係
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
そ
の
招
請
は
問
題
外

で
あ
（
35
）

っ
た
。

参
加
国
は
必
ず
し
も
会
議
に
熱
心
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
新
聞
は
会
議
に
つ
い
て
さ
か
ん
に
報
道
し
、
一
般
の
人
び

と
の
期
待
は
高
ま
っ
た
。
平
和
活
動
家
な
ど
は
自
分
た
ち
の
主
張
を
政
府
代
表
や
新
聞
記
者
に
伝
え
よ
う
と
、
一
八
九
九
年
五
月

に
は
ハ
ー
グ
に
集
ま
っ
て
（
36
）

き
た
。

会
議
の
検
討
事
項
と
し
て
、
軍
縮
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
も
一
八
九
九
年
―
一
九
〇
〇
年
の
海
軍
予
算
増
額
を
考

え
て
お
り
、
交
渉
は
難
し
い
と
予
想
さ
れ
た
。
一
方
、
仲
裁
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
海
戦
に
も
適
用
す
る
こ
と
、
戦
争
法
規

（regulation
ofthe

law
ofw

ar
）
な
ど
も
検
討
事
項
に
含
ま
れ
た
。
仲
裁
を
求
め
る
動
き
は
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
英
米
も
強

く
支
持
し
て
い
た
。
仲
裁
や
戦
争
法
規
に
関
し
て
は
何
か
達
成
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。
可
能
で
あ
れ
ば
戦
争
は
避
け
た

方
が
良
い
し
、「
文
明
国
」
の
戦
争
は
「
文
明
国
」
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
で
戦
わ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
（
37
）

れ
た
。

ハ
ー
グ
会
議
は
三
つ
の
委
員
会
に
分
け
ら
れ
、
国
際
法
学
者
が
中
心
と
な
っ
て
検
討
を
進
（
38
）

め
た
。
第
一
委
員
会
は
軍
縮
に
焦
点

を
当
て
た
が
、
ド
イ
ツ
の
反
対
に
よ
っ
て
六
月
末
ま
で
に
は
、
軍
備
制
限
に
関
し
て
の
合
意
は
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
と
な
っ

た
。
た
だ
し
、
三
種
の
兵
器
に
関
し
て
は
禁
止
の
方
向
で
話
が
進
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ダ
ム
ダ
ム
弾
の
使
用
、
毒
ガ
ス

（asphyxiating
gases

）
の
使
用
、
気
球
な
ど
を
利
用
し
て
の
爆
弾
投
下
（the

launch
ofprojectiles

from
balloons

or‘analo-

gous
new

w
ays’

）
の
三
種
で
あ
る
。
ダ
ム
ダ
ム
弾
は
イ
ン
ド
の
カ
ル
カ
ッ
タ
近
郊
の
ダ
ム
ダ
ム
兵
器
工
場
（D

um
-D
um

arse-

nal

）
で
開
発
さ
れ
た
も
の
で
、
体
内
に
入
っ
て
か
ら
弾
体
が
拡
散
し
人
体
へ
の
危
害
が
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は

「
野
蛮
人
（savages

）」
に
対
し
て
ダ
ム
ダ
ム
弾
の
使
用
は
有
効
だ
と
し
、
他
国
の
代
表
団
を
驚
愕
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
三
種
の
兵

器
の
禁
止
は
最
終
的
に
合
意
さ
（
39
）

れ
た
。
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第
二
委
員
会
は
ロ
シ
ア
の
フ
ョ
ー
ド
ル
・
マ
ル
テ
ン
ス
（FyodorM

artens

）
が
議
長
で
、
一
八
六
四
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約

を
海
戦
に
も
適
用
す
る
こ
と
を
検
討
し
た
。
マ
ル
テ
ン
ス
は
さ
ら
に
、
陸
戦
に
関
す
る
六
〇
も
の
条
文
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
普

仏
戦
争
、
日
清
戦
争
、
米
西
戦
争
な
ど
近
い
過
去
に
起
こ
っ
た
戦
争
、
犠
牲
者
の
取
り
扱
い
、
中
立
国
の
主
権
保
護
な
ど
に
関
す

る
懸
念
に
よ
る
も
の
で
あ
（
40
）

っ
た
。
懸
念
は
共
有
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
委
員
会
で
の
検
討
に
基
づ
く
取
り
決
め
に
よ
っ
て
「
文
明

国
」
は
規
則
に
従
っ
て
戦
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
高
め
ら
れ
た
。

第
三
委
員
会
は
フ
ラ
ン
ス
代
表
団
長
の
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
（Léon

Bourgeois

）
が
議
長
と
な
っ
て
仲
裁
に
つ
い
て
検
討

し
た
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
仲
裁
に
は
蓄
積
が
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
の
仲
裁
は
簡
単
な
も
の
で
、
当
事
国
が
一
人
か
二
人
ず

つ
の
仲
裁
人
、
さ
ら
に
第
三
国
か
ら
の
審
判
員
を
選
ん
だ
。
仲
裁
人
は
法
律
の
権
威
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
往
々
に
し
て
政

治
家
や
王
族
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
八
七
二
年
に
横
浜
で
起
こ
っ
た
マ
リ
ア
・
ル
ー
ス
号
事
件
に
お
い
て
、
仲
裁
人
は
ロ
シ
ア

皇
帝
一
人
で
、
実
際
に
は
ロ
シ
ア
外
務
省
の
官
僚
が
担
当
（
41
）

し
た
。

一
八
九
九
年
七
月
二
九
日
、
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
（Convention

forthe
Pacific

Settlem
entofInternationalD

is-

putes

）
が
採
択
さ
れ
、
常
設
仲
裁
裁
判
所
（Perm

anentCourtofA
rbitration,PCA

）
が
作
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、

義
務
的
仲
裁
は
そ
れ
を
主
権
の
制
限
だ
と
考
え
る
ド
イ
ツ
な
ど
の
反
対
で
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
、
紛
争
の
場
合
に

は
素
早
く
軍
事
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
、
仲
裁
に
よ
っ
て
機
を
逸
す
る
こ
と
も
嫌
っ
た
の
で
あ
（
42
）

っ
た
。

Ｐ
Ｃ
Ａ
は
、
そ
こ
に
紛
争
を
持
ち
こ
む
か
否
か
は
任
意
と
い
う
こ
と
で
設
立
さ
れ
た
。
条
約
に
調
印
し
た
す
べ
て
の
国
は
仲
裁

裁
判
官
候
補
リ
ス
ト
に
各
国
四
人
以
下
の
名
前
を
載
せ
る
こ
と
が
で
（
43
）

き
た
。
た
だ
し
、
リ
ス
ト
が
作
ら
れ
た
だ
け
で
、
Ｐ
Ｃ
Ａ
は

そ
の
名
前
に
反
し
て
常
設
で
も
裁
判
所
で
も
な
か
っ
た
。
仲
裁
裁
判
官
を
集
め
委
員
会
を
組
織
す
る
の
に
も
時
間
が
か
か
る
し
、

公
平
性
に
も
あ
ま
り
信
頼
が
お
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
後
ア
メ
リ
カ
で
は
国
際
法
を
重
視
す
る
人
び
と
の
間
で
常
設
の
国

日英同盟の時代と戦争についての考え方の変化
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際
法
廷
を
作
る
べ
き
だ
と
の
意
見
が
高
ま
っ
た
。
こ
れ
は
外
交
や
平
和
運
動
と
い
う
よ
り
は
、
科
学
の
イ
メ
ー
ジ
で
国
際
法
を
発

展
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
に
平
和
と
秩
序
を
も
た
ら
そ
う
と
い
う
考
え
で
あ
（
44
）

っ
た
。

ハ
ー
グ
条
約
は
未
来
志
向
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
は
「
文
明
国
」
の
外
交
の
産
物
で
、
そ
こ

で
作
ら
れ
た
規
則
は
「
文
明
国
」
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。「
文
明
」
の
範
疇
外
の
戦
争
、
す
な
わ
ち
「
非
文
明
」

社
会
の
間
の
戦
争
や
帝
国
内
で
の
「
文
明
」
と
「
非
文
明
」
の
間
の
戦
争
に
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
（
45
）

っ
た
。
ア
ベ
ン
フ
イ
ス

は
、「
文
明
」
と
い
う
覆
い
が
多
く
の
西
洋
の
罪
、
と
く
に
帝
国
の
獲
得
と
維
持
に
お
け
る
罪
を
隠
し
た
と
指
摘
し
て
（
46
）

い
る
。

三

日
英
同
盟
と
日
露
戦
争

第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
終
了
後
ま
も
な
い
一
八
九
九
年
一
〇
月
、
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
ー
の
国
々
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
で
南
ア
フ

リ
カ
戦
争
が
勃
発
し
、
一
九
〇
二
年
ま
で
続
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
戦
争
で
手
一
杯
の
間
に
義
和
団
戦
争
が
起
こ
っ
た
。
ど
ち

ら
の
戦
争
も
仲
裁
に
持
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
（
47
）

っ
た
。

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
ハ
ー
グ
平
和
会
議
を
主
導
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
こ
の
段
階
で
少
な
く
と
も
政
府
や

外
交
の
レ
ベ
ル
で
は
、
平
和
や
正
義
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
だ
っ
た
わ
け
で
は
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
に

際
し
て
、「
文
明
」
世
界
全
体
が
戦
争
の
責
任
は
イ
ギ
リ
ス
に
あ
る
と
考
え
て
（
48
）

い
た
。

南
ア
フ
リ
カ
戦
争
の
最
中
に
多
く
の
国
々
は
、
ハ
ー
グ
で
作
成
さ
れ
た
条
約
を
批
准
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
ア
ベ
ン
フ
イ
ス
は
、

国
際
法
が
「
文
明
」
と
「
非
文
明
」
の
区
別
を
前
提
と
す
る
状
況
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
メ
デ
ィ
ア
は
す
べ
て
の
戦
争
に
つ
い

て
語
り
始
め
た
と
指
摘
す
る
。
メ
デ
ィ
ア
は
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
戦
争
捕
虜
（Prisoners

ofW
ar,PO

W
s

）
取
り
扱
い
も
非
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難
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
ー
の
ゲ
リ
ラ
戦
術
に
対
抗
し
て
彼
ら
の
農
場
を
焼
き
払
い
、
家
畜
を
殺
し
、
女
性
や
子
供

ま
で
収
容
所
に
入
れ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
野
蛮
な
戦
術
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
当
時
は
あ
ま
り
目
を
向
け
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
多
く
の
ア
フ
リ
カ
人
が
両
方
の
陣
営
に
加
え
ら
れ
、
捕
ま
っ
た
場
合
に
は
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の

環
境
は
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
ー
の
収
容
所
よ
り
さ
ら
に
劣
悪
で
一
万
四
〇
〇
〇
人
以
上
の
死
者
が
出
た
と
（
49
）

い
う
。

南
ア
フ
リ
カ
戦
争
の
最
中
に
起
こ
っ
た
義
和
団
戦
争
が
日
英
同
盟
の
締
結
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
ベ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ

リ
ス
は
義
和
団
戦
争
の
際
、
日
本
陸
軍
兵
士
の
勇
気
と
規
律
に
良
い
印
象
を
受
け
た
と
い
う
。
略
奪
な
ど
の
行
動
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
イ
ギ
リ
ス
軍
と
協
力
し
て
行
動
す
る
意
欲
を
見
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
報
道
で
も
評
価
さ
れ
、

人
種
を
理
由
と
し
て
日
本
と
の
結
び
つ
き
を
拒
否
す
る
よ
う
な
態
度
は
こ
こ
で
な
く
な
っ
た
と
ベ
ス
ト
は
論
じ
て
（
50
）

い
る
。
南
ア
フ

リ
カ
で
野
蛮
な
戦
術
を
採
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
評
価
さ
れ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
く
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

義
和
団
戦
争
を
機
に
ロ
シ
ア
は
中
国
東
北
地
方
に
大
軍
を
進
め
、
戦
争
終
結
後
も
撤
退
し
な
か
っ
た
。
一
九
〇
一
年
四
月
、
日

英
は
非
公
式
の
交
渉
を
始
め
、
一
〇
月
に
は
公
式
交
渉
を
開
始
し
た
。
翌
一
九
〇
二
年
一
月
三
〇
日
、
第
一
次
日
英
同
盟
協
約
が

締
結
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
過
程
で
日
英
両
国
と
も
戦
争
を
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ス
テ
ィ
ー
ズ
は
「
日
英

同
盟
は
戦
争
抑
止
と
い
う
近
代
的
概
念
に
関
わ
る
」
と
す
る
。
一
方
で
彼
は
、
同
盟
に
は
戦
争
防
止
の
意
図
は
な
か
っ
た
と
も
指

摘
し
て
（
51
）

い
る
。
四
月
、
ロ
シ
ア
は
露
清
満
洲
還
付
条
約
を
締
結
し
、
中
国
東
北
地
方
か
ら
段
階
的
に
撤
兵
す
る
こ
と
と
し
た
。
日

英
同
盟
の
効
果
が
発
揮
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
（
52
）

れ
た
。

し
か
し
、
翌
一
九
〇
三
年
四
月
、
ロ
シ
ア
は
第
二
次
撤
兵
を
実
行
せ
ず
、
事
態
は
急
激
に
悪
化
し
た
。
そ
の
後
の
ロ
シ
ア
の
政

策
は
揺
れ
、
対
日
開
戦
の
意
図
を
一
貫
し
て
持
っ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
と
の
交
渉
に
お
い

日英同盟の時代と戦争についての考え方の変化
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て
ロ
シ
ア
の
返
答
や
譲
歩
は
遅
い
上
、
当
時
の
日
本
政
府
に
は
ロ
シ
ア
政
府
の
内
情
を
詳
し
く
知
る
方
法
は
な
か
（
53
）

っ
た
。

一
九
〇
四
年
二
月
四
日
の
御
前
会
議
で
対
ロ
シ
ア
開
戦
が
決
定
さ
れ
た
。
八
日
、
日
本
海
軍
の
水
雷
艇
は
、
旅
順
の
ロ
シ
ア
海

軍
部
隊
に
対
し
奇
襲
攻
撃
を
行
っ
た
。
日
本
は
一
〇
日
に
宣
戦
布
告
、
日
露
戦
争
が
始
ま
っ
た
。

日
露
戦
争
と
後
の
第
二
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
と
の
関
連
で
は
、
国
際
メ
デ
ィ
ア
が
日
本
軍
は
攻
撃
開
始
の
前
に
公
式
に
宣
戦
布

告
す
べ
き
だ
っ
た
か
と
問
う
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
双
方
に
よ
る
Ｐ
Ｏ
Ｗ
ｓ
の
処
遇
も
疑
問
視
さ
れ
た
。
ま
た
、
ア
ベ

ン
フ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
新
聞
は
戦
闘
の
方
法
に
も
懸
念
を
表
し
て
い
た
。
中
立
国
は
海
や
中
立
船
舶
の
安
全
に
懸
念
を
感
じ
て
い

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
新
聞
は
ロ
シ
ア
が
無
差
別
に
機
雷
を
使
用
す
る
こ
と
を
心
配
し
て
（
54
）

い
た
。

ベ
ス
ト
は
、
日
露
戦
争
で
勝
利
を
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
は
西
洋
国
際
社
会
の
ほ
ぼ
対
等
な
一
員
と
な
っ
た
と
（
55
）

す
る
。

ま
た
千
葉
功
も
、
日
本
が
第
二
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
八
大
国
の
一
つ
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
（
56
）

す
る
。

第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
西
洋
国
際
社
会
と
そ
の
文
明
の
標
準
に
お
い
て
、
戦
争
は
否
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

四

第
二
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議

日
露
戦
争
の
最
中
、
ま
さ
に
日
露
戦
争
を
背
景
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
（Theodore

Roosevelt

）
は
第
二
回
の
万
国
平
和
会
議
を
呼
び
か
け
た
。
ア
メ
リ
カ
の
平
和
運
動
は
活
発
に
続
い
て
（
57
）

い
た
。
た
だ
し
、
ロ
ー
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
の
動
き
は
選
挙
目
当
て
で
、
選
挙
が
終
わ
る
と
ア
メ
リ
カ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
も
終
わ
っ
た
と
（
58
）

い
う
。

ア
メ
リ
カ
の
提
案
を
受
け
、
日
露
戦
争
終
結
直
後
の
一
九
〇
五
年
九
月
、
ニ
コ
ラ
イ
二
世
が
正
式
に
第
二
回
会
議
の
開
催
を
呼

び
か
け
た
。
こ
の
意
図
は
、
国
際
法
と
秩
序
に
適
合
し
た
「
文
明
国
」
と
し
て
の
ロ
シ
ア
の
評
判
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
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と
（
59
）

い
う
。

一
九
〇
七
年
六
月
一
五
日
、
第
二
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
が
開
催
さ
れ
、
一
〇
月
一
八
日
ま
で
続
い
た
。
最
初
に
提
案
さ
れ
た
一

九
〇
四
年
か
ら
実
際
に
開
催
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
は
、
国
際
情
勢
も
大
き
く
変
化
し
て
い
た
。
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
国
協
商

と
結
び
つ
き
、
ロ
シ
ア
と
再
び
戦
争
す
る
可
能
性
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
一
五
年
ま
で
続
く
予
定
で
あ
っ
た

日
英
同
盟
も
見
直
し
が
必
要
で
あ
（
60
）

っ
た
。

会
議
に
は
四
四
ヵ
国
が
参
加
し
、
世
界
の
独
立
国
の
ほ
と
ん
ど
を
網
羅
し
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
国
に
と
っ
て
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
舞
台
に
お
い
て
影
響
力
を
持
つ
と
示
す
機
会
で
も
あ
（
61
）

っ
た
。
日
本
は
こ
の
会
議
で
八
大
国
の
一
員
と
し
て
の
扱
い
を

受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
全
権
委
員
は
元
外
務
次
官
の
都
筑
馨
六
と
駐
オ
ラ
ン
ダ
公
使
の
佐
藤
愛
麿
で
あ
（
62
）

っ
た
。

会
議
に
向
け
た
一
般
の
人
び
と
の
期
待
は
高
く
、
一
八
九
九
年
の
会
議
と
同
様
に
、
各
国
の
代
表
団
に
は
多
く
の
文
書
、
嘆

願
、
手
紙
な
ど
が
寄
せ
ら
（
63
）

れ
た
。
代
表
は
外
交
官
に
代
わ
っ
て
法
律
家
が
中
心
で
あ
っ
た
。

多
く
の
議
題
が
用
意
さ
れ
、
四
つ
の
委
員
会
に
分
け
て
検
討
が
行
わ
れ
た
。
第
一
委
員
会
で
は
、
仲
裁
、
Ｐ
Ｃ
Ａ
の
改
善
な
ど

が
検
討
さ
れ
、
委
員
長
は
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
っ
た
。
第
二
委
員
会
で
は
、
陸
戦
に
関
す
る
法
規
、
中
立
国
の
権
利
義
務

な
ど
が
検
討
さ
れ
、
開
戦
に
関
す
る
条
約
（The

Convention
Relative

to
the

O
pening

ofH
ostilities

）
が
合
意
さ
れ
た
。
第
三

委
員
会
で
は
、
海
へ
の
機
雷
の
敷
設
の
規
制
な
ど
が
検
討
さ
れ
た
。
第
四
委
員
会
で
は
、
商
船
の
軍
艦
へ
の
転
用
、
海
に
お
け
る

中
立
に
関
す
る
法
律
、
陸
戦
の
規
則
を
海
戦
に
適
用
す
る
こ
と
な
ど
が
交
渉
さ
れ
た
。
委
員
長
は
マ
ル
テ
ン
ス
で
あ
（
64
）

っ
た
。

各
国
代
表
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
会
議
外
で
の
期
待
の
高
さ
に
比
べ
、
会
議
自
体
は
や
や
尻

す
ぼ
み
の
感
が
あ
（
65
）

っ
た
。
こ
こ
で
は
、
日
英
同
盟
と
日
露
戦
争
に
関
係
の
あ
る
こ
と
の
み
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
第
一
委
員
会
で
扱
わ
れ
た
仲
裁
に
関
し
て
日
本
の
姿
勢
は
、
日
露
戦
争
中
の
家
屋
税
事
件
で
の
敗
訴
に
よ
っ
て
否
定
的

日英同盟の時代と戦争についての考え方の変化
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な
も
の
に
変
化
し
て
い
た
。
家
屋
税
事
件
と
は
、
不
平
等
条
約
下
の
外
国
人
居
留
地
に
あ
っ
た
永
代
借
地
上
の
家
屋
に
、
条
約
改

正
後
の
日
本
が
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
争
わ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
日
本
は
一
九
〇
二
年
八
月
、
こ
の
事
件
を
ハ
ー
グ
に
設

立
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
Ａ
に
付
託
し
た
。
世
界
で
二
番
目
と
い
う
早
い
時
期
の
付
託
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
〇
五
年
二
月
一
一
日
に
は

日
米
仲
裁
裁
判
条
約
に
調
印
し
た
（
た
だ
し
ア
メ
リ
カ
の
事
情
で
批
准
に
は
至
ら
な
か
っ
た
）。
期
待
に
反
し
、
同
年
五
月
に
日

本
は
家
屋
税
事
件
に
敗
訴
し
、
そ
れ
以
前
か
ら
す
で
に
存
在
し
て
い
た
、
欧
米
人
が
多
数
と
な
る
可
能
性
の
高
い
仲
裁
裁
判
に
対

す
る
不
信
感
を
高
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
第
二
回
ハ
ー
グ
会
議
で
最
終
的
に
作
成
さ
れ
た
義
務
的
仲
裁
に
関
す
る
決
議
案
は
単
な

る
希
望
の
表
明
で
あ
っ
た
が
、
都
筑
全
権
は
日
本
の
行
動
が
注
目
を
集
め
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
見
極
め
た
上
で
投
票
を
棄
権

（
66
）

し
た
。

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
こ
の
会
議
に
対
す
る
期
待
が
高
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
国
王
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
（Edw

ard

V
II

、
一
八
四
一
―
一
九
一
〇
年
、
在
位
一
九
〇
一
―
一
九
一
〇
年
）
は
会
議
で
は
「
た
く
さ
ん
話
し
合
っ
た
あ
げ
く
多
く
の
成

果
は
出
な
い
で
あ
ろ
う
（‘justa

good
dealoftalk

w
ithoutm

uch
result’

）」
と
否
定
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
イ
ギ
リ
ス

外
交
に
お
い
て
、
国
際
法
の
影
響
力
は
必
ず
し
も
大
き
く
は
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
で
働
く
者
も
歴
史
や
古
典
を
学
ん
だ

も
の
が
多
数
派
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
国
際
法
を
身
に
つ
け
た
者
が
外
交
の
担
い
手
の
中
心
に
い
た
ア
メ
リ
カ
と
の

大
き
な
相
違
で
あ
っ
た
。
ハ
ー
グ
会
議
に
は
、
後
に
パ
リ
講
和
会
議
に
も
参
加
し
て
国
際
連
盟
規
約
の
た
た
き
台
と
な
る
ハ
ー
ス

ト＝

ミ
ラ
ー
案
作
成
に
当
た
る
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
法
律
顧
問
補
（assistantlegaladviser

）
セ
シ
ル
・
ハ
ー
ス
ト
（CecilH

urst

）

は
参
加
し
て
い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
は
国
際
法
学
者
の
参
加
は
な
か
（
67
）

っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
イ
ギ
リ
ス
代
表
団
の
次
席
全
権
委
員
（second

plenipotentiary

）
と
し
て
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ

（ErnestSatow

）
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
日
本
と
の
関
連
で
は
興
味
深
い
。
サ
ト
ウ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
八
六
二
年
に
通
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訳
生
と
し
て
来
日
し
て
以
来
、
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
の
駐
日
公
使
の
時
期
を
含
め
二
五
年
間
日
本
に
滞
在
し
た
人
物
で

あ
る
。
さ
ら
に
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
六
年
に
は
駐
清
イ
ギ
リ
ス
公
使
と
し
て
北
京
に
駐
在
し
、
日
露
戦
争
に
関
し
て
も
詳
細

に
観
察
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
〇
六
年
一
一
月
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｐ
Ｃ
Ａ
リ
ス
ト
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
（
68
）

い
た
。

サ
ト
ウ
の
日
記
を
用
い
た
Ｎ
・
Ｊ
・
ブ
レ
イ
リ
ー
（N

.J.Brailey

）
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ハ
ー
グ
会
議
が
進
む
に
つ
れ
て
、

サ
ト
ウ
は
そ
の
空
気
に
魅
了
さ
れ
、
国
際
主
義
に
傾
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
サ
ト
ウ
は
日
本
代
表
団
と
の
接
触
を
持
ち

続
け
た
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
が
、
戦
争
開
始
の
際
に
は
二
四
時
間
前
の
通
告
を
必
要
と
す
る
案
を
提
出
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
と
協
力
し
て
日
本
支
持
に
回
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
案
は
、
日
露
戦
争
開
戦
の
際
の
日
本
の
奇
襲
攻
撃
に
対
す
る
非
難
と

し
て
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
、
日
英
と
も
こ
れ
を
不
快
に
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
も
と
も
と
日
英
同
盟
に
不
満
を

持
っ
て
お
り
、
日
本
の
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
に
対
す
る
攻
撃
可
能
性
へ
の
警
告
と
し
て
も
こ
の
案
を
提
出
し
た
。
ブ
レ
イ
リ
ー
は
、

サ
ト
ウ
の
役
割
に
つ
い
て
、
英
仏
関
係
を
損
な
う
こ
と
な
し
に
日
本
の
面
子
を
救
っ
た
と
評
価
し
て
（
69
）

い
る
。

な
お
、
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
国
々
は
次
第
に
宣
戦
布
告
に
無
頓
着
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
国
際

関
係
へ
の
影
響
力
を
強
め
て
い
た
世
論
は
宣
戦
布
告
が
必
要
と
考
え
て
（
70
）

い
た
。

会
議
で
合
意
さ
れ
た
開
戦
に
関
す
る
条
約
は
、
紛
争
解
決
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
機
能
す
る
よ
う
に
、
戦
争
行
為
を
始
め
る
前
に

国
々
は
正
式
に
戦
争
の
開
始
を
宣
言
す
べ
き
こ
と
を
定
め
た
。
国
家
に
は
戦
争
に
訴
え
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
理

由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
（
71
）

っ
た
。

同
時
代
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
ハ
ー
グ
会
議
の
評
価
は
難
し
か
っ
た
。
国
際
主
義
者
は
会
議
と
そ
れ
が
生
み
出
し
た
取
り
決
め

を
歓
迎
し
た
。
一
方
で
、
ハ
ー
グ
の
取
り
決
め
が
国
家
の
主
権
を
制
限
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
多
く
の
政
府
、
軍
国
主
義
者
、

外
交
官
は
そ
れ
を
無
視
し
た
り
、
制
限
付
き
で
の
み
適
用
し
た
り
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
は
、
後
者
の
考
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え
の
方
が
明
ら
か
に
強
か
（
72
）

っ
た
。

五

英
米
の
仲
裁
裁
判
条
約
と
第
三
次
日
英
同
盟
協
約

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
タ
フ
ト
（W

illiam
Taft

、
任
期
一
九
〇
九
―
一
九
一
三
年
）
は
法
曹
界
出
身
で
、

国
務
長
官
フ
ィ
ラ
ン
ダ
ー
・
ノ
ッ
ク
ス
（PhilanderC.K
nox

）
と
共
に
、
い
く
つ
か
の
仲
裁
条
約
を
結
ぼ
う
と
し
た
。
平
和
活

動
家
は
こ
れ
を
支
持
し
た
。
一
九
一
〇
年
、
鉄
鋼
王
の
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
カ
ー
ネ
ギ
ー
（A

ndrew
Carnegie

）
は
こ
の
動
き
に

刺
激
を
受
け
、
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
を
寄
付
し
て
カ
ー
ネ
ギ
ー
国
際
平
和
基
金
（Carnegie

Endow
m
entforInternationalPeace

）

を
設
立
し
た
。
カ
ー
ネ
ギ
ー
の
資
金
に
よ
っ
て
、
一
九
一
三
年
に
は
ハ
ー
グ
に
Ｐ
Ｃ
Ａ
の
拠
点
と
し
て
平
和
宮
（Peace

Palace

）

が
完
成
し
た
。
こ
の
頃
ま
で
に
専
門
家
や
慈
善
活
動
家
た
ち
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
っ
て
活
動
し
、
平
和
運
動
は
力
強
い
も
の
と

な
っ
て
い
た
。
国
際
法
の
目
的
が
世
界
平
和
だ
と
い
う
意
見
も
強
く
な
っ
て
（
73
）

い
た
。

一
九
一
〇
年
八
月
五
日
、
駐
米
イ
ギ
リ
ス
大
使
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
イ
ス
（Jam

es
Bryce

、
在
任
一
九
〇
七
―
一
九
一
三
年
）

が
タ
フ
ト
の
も
と
を
訪
れ
た
際
、
タ
フ
ト
は
米
英
の
総
括
的
仲
裁
裁
判
条
約
が
締
結
さ
れ
れ
ば
世
界
に
良
い
模
範
を
示
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
受
け
入
れ
る
つ
も
り
で
あ
（
74
）

っ
た
。

問
題
は
日
英
同
盟
と
の
兼
ね
合
い
だ
っ
た
が
、
九
月
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
で
は
、
日
本
の
加
藤
高
明
駐
英
大
使
に
内
密
に
ア
メ

リ
カ
を
含
め
た
総
括
的
仲
裁
裁
判
合
意
へ
の
参
加
を
持
ち
か
け
れ
ば
、
日
本
は
拒
否
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
観
察
し
た
。
実
際
日
本

は
、
一
九
〇
八
年
五
月
五
日
に
日
米
仲
裁
裁
判
条
約
の
締
結
に
応
じ
て
い
た
。
一
九
一
〇
年
九
月
二
六
日
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
グ
レ

イ
（Edw

ard
G
rey

）
外
相
は
加
藤
を
招
き
、
ア
メ
リ
カ
が
総
括
的
仲
裁
裁
判
条
約
を
提
案
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
提
案
が
来
れ
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ば
イ
ギ
リ
ス
は
受
け
る
つ
も
り
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
草
案
が
到
着
す
る
八
ヵ
月
前
で
あ
（
75
）

っ
た
。

小
村
寿
太
郎
外
相
は
総
括
的
仲
裁
裁
判
条
約
へ
の
参
加
に
反
対
で
あ
っ
た
。
日
米
仲
裁
裁
判
条
約
は
一
九
〇
五
年
に
す
で
に
調

印
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
の
都
合
で
批
准
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
と
い
う
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
日
米
協
調
を
示
す
効
果
も
期
待
さ

れ
て
（
76
）

い
た
。
一
方
で
、
国
家
の
運
命
は
仲
裁
に
従
わ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
日
本
が
そ
の
よ
う
な
条
約
に
入
っ
た
場
合
、
仲

裁
裁
判
官
の
過
半
が
欧
米
人
な
の
で
日
本
は
文
化
、
人
種
、
宗
教
の
点
か
ら
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、

以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
危
惧
は
家
屋
税
事
件
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
て
い
た
。
日
本
は
英
米
の
仲
裁
裁
判
条
約
に
関
し
て
は
反
対

し
な
い
が
、
日
英
同
盟
は
そ
の
範
囲
か
ら
外
し
た
い
と
考
（
77
）

え
た
。

小
村
は
、
こ
の
機
会
を
使
っ
て
日
英
同
盟
に
改
訂
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
最
善
だ
と
考
え
た
。
と
い
う
の
も
、
日
露
戦
争

中
に
締
結
さ
れ
た
第
二
次
日
英
同
盟
協
約
は
四
年
後
の
一
九
一
五
年
に
終
了
す
る
予
定
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
新
協
約
で
ア
メ
リ

カ
が
同
盟
の
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
、
日
米
間
の
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
不
安
を
取
り
除
き
、

新
協
約
の
期
限
を
一
〇
年
と
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
日
本
の
外
交
は
大
い
に
強
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
小
村
の
提
案

に
よ
っ
て
日
英
同
盟
改
訂
交
渉
が
動
き
始
め
た
。
イ
ア
ン
・
ニ
ッ
シ
ュ
は
、
小
村
の
提
案
は
偉
大
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
が
同
盟
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
で
何
ら
譲
歩
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
上
、
見
返
り
に
得
る
も
の
が
大
き

か
っ
た
か
ら
で
（
78
）

あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
は
一
九
一
一
年
三
月
二
九
日
の
閣
議
で
日
本
に
同
盟
協
約
の
一
〇
年
延
長
を
提
案
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
小
村
は

四
月
五
日
の
閣
議
で
、
日
本
は
新
協
約
の
継
続
期
間
を
調
印
の
日
か
ら
一
〇
年
間
と
す
る
こ
と
、
新
協
約
は
締
約
国
の
い
ず
れ
か

と
総
括
的
仲
裁
裁
判
条
約
を
結
ん
だ
国
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
の
承
認
を
取
り
付
（
79
）

け
た
。
七
月
一
三
日
、
ロ
ン
ド
ン
で
第
三
次

日
英
同
盟
協
約
が
調
印
さ
れ
た
。
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一
方
、
実
は
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
仲
裁
に
関
し
て
意
見
が
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
反
対
も
強
力
で
あ
っ
た
。
英
米
間

で
の
仲
裁
条
約
に
反
対
し
た
ア
メ
リ
カ
人
の
中
に
は
、
平
和
活
動
家
を
男
ら
し
く
な
く
（unm

anly

）、
非
愛
国
的
だ
と
あ
ざ
け
る

者
も
い
た
と
い
う
。
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
前
大
統
領
に
至
っ
て
は
、
仲
裁
に
よ
っ
て
戦
争
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
そ
の

も
の
に
反
対
で
あ
っ
た
と
（
80
）

い
う
。

ま
た
、
こ
の
時
期
ま
で
に
は
、
米
西
戦
争
を
経
て
ア
メ
リ
カ
も
植
民
地
を
保
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
中
南
米
に
お
け
る

権
益
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
国
際
法
を
重
視
す
る
と
い
っ
て
も
世
界
平
和
や
正
義
を
追
求
す
る
と
は
限
ら
ず
、

法
を
使
っ
て
世
界
全
体
よ
り
も
自
分
た
ち
の
利
益
を
拡
大
維
持
し
よ
う
と
す
る
考
え
も
強
く
な
っ
て
い
た
と
（
81
）

い
う
。
ベ
ン
ジ
ャ
ミ

ン
・
コ
ウ
ツ
（Benjam

in
Coates

）
は
こ
れ
を
『
法
律
尊
重
主
義
の
帝
国
』
と
名
付
け
た
。

ブ
ラ
イ
ス
駐
米
イ
ギ
リ
ス
大
使
は
八
月
三
日
に
ノ
ッ
ク
ス
国
務
長
官
と
仲
裁
条
約
に
調
印
し
た
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
状
況

下
、
タ
フ
ト
大
統
領
の
立
場
は
弱
く
、
ア
メ
リ
カ
上
院
の
意
見
は
割
れ
て
い
た
。
英
米
の
総
括
的
仲
裁
裁
判
条
約
は
（
一
八
九
七

年
の
オ
ル
ニ
ー＝

ポ
ー
ン
ス
フ
ッ
ト
条
約
と
同
様
に
）
批
准
さ
れ
ず
、
仲
裁
条
約
を
結
ん
だ
国
を
適
用
除
外
と
す
る
と
い
う
第
三

次
日
英
同
盟
協
約
の
第
四
条
は
、
結
局
、
有
効
と
な
ら
な
か
（
82
）

っ
た
。

一
九
一
三
年
四
月
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
（W

illiam
Jennings

Bryan

）
国
務
長
官
が
「
国
際
平
和
委
員
会
設
置
条
約

案
」
を
発
表
し
た
。
条
約
を
結
ん
だ
国
の
間
に
紛
争
が
生
じ
外
交
手
段
に
よ
っ
て
解
決
で
き
な
い
場
合
に
は
、
締
約
国
間
で
合
意

し
た
方
法
に
よ
っ
て
組
織
す
る
国
際
委
員
会
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
報
告
書
が
検
討
さ
れ
る
ま
で
は
宣
戦
あ
る
い
は
開
戦
し
な
い

こ
と
を
約
束
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
（
83
）

っ
た
。

一
九
一
四
年
九
月
一
五
日
、
英
米
間
で
ブ
ラ
イ
ア
ン
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
は
、
総
括
的
仲
裁
裁
判
条
約
に
比
べ
て

限
定
的
で
効
力
の
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
を
第
三
次
日
英
同
盟
協
約
第
四
条
の
総
括
的
仲
裁
裁
判
条
約
と
み
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な
す
と
日
本
に
通
告
（
84
）

し
た
。

日
本
は
ブ
ラ
イ
ア
ン
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
な
か
っ
（
85
）

た
が
、
千
葉
功
に
よ
れ
ば
、
必
ず
し
も
仲
裁
裁
判
に
関
し
て
か
た
く
な

な
姿
勢
を
と
り
続
け
た
わ
け
で
は
な
く
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
に
は
方
針
転
換
の
試
み
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九

一
三
年
二
月
に
成
立
し
た
第
一
次
山
本
権
兵
衛
内
閣
の
牧
野
伸
顕
外
相
は
、
仲
裁
裁
判
に
関
し
「
人
道
問
題
及
平
和
問
題
と
相
牽

連
し
て
近
来
国
際
の
風
潮
を
為
し
」
と
考
え
、
こ
の
年
末
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け
て
「
制
限
的
仲
裁
裁
判
条
約
の
締
結
で
あ
れ

ば
積
極
的
に
外
国
か
ら
の
提
議
に
応
じ
る
方
向
へ
と
方
針
転
換
し
よ
う
と
し
（
86
）

た
」。

さ
ら
に
こ
の
方
針
転
換
の
意
図
は
一
九
一
四
年
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
第
三
回
万
国
平
和
会
議
準
備
委
員
会
に
向

け
て
の
準
備
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
と
い
う
。
仲
裁
裁
判
が
「
目
下
全
世
界
の
人
気
問
題
で
あ
る
た
め
」「
必
ず
成
功
す
べ
き
見

込
み
十
分
の
場
合
に
は
、
日
本
全
権
は
逆
に
進
ん
で
賛
成
す
る
こ
と
ま
で
外
務
省
は
考
え
て
い
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
の
た
め
、
準
備
委
員
会
も
第
三
回
平
和
会
議
も
開
催
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
（
87
）

っ
た
。

六

第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
大
転
換
―
―
国
際
連
盟
の
設
立

第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
早
く
も
一
九
一
四
年
一
一
月
、
ブ
ラ
イ
ス
元
駐
米
大
使
を
中
心
に
ご
く
少

数
の
国
際
主
義
者
た
ち
が
平
和
維
持
の
た
め
の
国
際
組
織
に
つ
い
て
議
論
を
始
め
た
。『
帝
国
主
義
論
』
で
有
名
な
Ｊ
・
Ａ
・
ホ

ブ
ソ
ン
（John

A
tkinson

H
obson

）
も
ブ
ラ
イ
ス
・
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
勢
力
均
衡
と
い
う
発
想
が
戦
争
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
、
軍
事
同
盟
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
分
断
し
、
そ
の
勢
力
均
衡
を
考
え
る
よ
う
な
こ
と
は
終
わ
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
代
替
案
と
し
て
彼
ら
が
構
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想
し
た
の
は
、
戦
争
防
止
の
た
め
の
相
互
に
関
連
し
た
四
方
策
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
国
際
紛
争
の
司
法
に
よ
る
決
着
（judicial

settlem
entofinternationaldisputes

）、
調
停
会
議
の
形
成
（form

ation
ofa

CouncilofConciliation

）、
戦
争
猶
予
期
間
（a

m
oratorium

on
hostilities

）、
そ
し
て
究
極
的
に
は
集
団
安
全
保
障
（collective

security

）
で
あ
（
88
）

っ
た
。

一
九
一
五
年
五
月
に
は
、
ブ
ラ
イ
ス
・
グ
ル
ー
プ
の
考
え
を
引
き
継
い
で
国
際
連
盟
ソ
サ
エ
テ
ィ
（League

ofN
ations

Soci-

ety

）
が
設
立
さ
れ
た
。
一
九
一
六
年
に
は
メ
ン
バ
ー
も
四
〇
〇
人
を
数
え
た
が
、
戦
争
中
の
イ
ギ
リ
ス
の
全
般
的
雰
囲
気
は
平

和
を
論
じ
る
に
は
好
都
合
で
は
な
く
、
ソ
サ
エ
テ
ィ
の
公
の
活
動
は
ア
メ
リ
カ
が
参
戦
し
た
後
の
一
九
一
七
年
五
月
に
な
っ
て
は

じ
め
て
行
わ
（
89
）

れ
た
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
一
九
一
五
年
六
月
に
「
平
和
を
強
制
す
る
た
め
の
連
盟
（League

to
Enforce

Peace

）」
が
結

成
さ
れ
た
。
創
立
メ
ン
バ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ラ
イ
ス
・
グ
ル
ー
プ
が
作
成
し
た
『
戦
争
を
避
け
る
た
め
の
提
案
（Proposals

for
the
Avoidance

ofW
ar

）』
を
受
け
取
っ
て
（
90
）

い
た
。
交
戦
国
で
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
「
平
和
を
強
制
す
る
た
め
の
連
盟
」
は

公
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
一
九
一
六
年
五
月
の
会
議
に
招
か
れ
た
ウ
ッ
ド
ロ
ウ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（W

oodrow
W
ilson

）

大
統
領
は
国
際
組
織
設
立
の
考
え
を
支
持
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
一
九
一
七
年
四
月
に
は
連
合
国
側
に
つ
い
て
参
戦
し
、
国
際
社

会
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
存
在
は
圧
倒
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

ロ
シ
ア
で
は
、
一
九
一
七
年
二
月
、
革
命
が
起
こ
り
帝
政
は
倒
れ
た
。
十
月
に
は
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
レ
ー
ニ
ン
の
率
い
る
ボ
リ

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
権
力
を
握
り
、
こ
の
後
革
命
政
府
は
、
無
併
合
、
無
賠
償
、
民
族
自
決
に
基
づ
く
講
和
を
求
め
た
。
そ
の
た
め
、

連
合
国
の
戦
争
目
的
に
は
共
産
主
義
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
と
い
う
側
面
が
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
大
戦
前
に
万
国

平
和
会
議
を
呼
び
か
け
た
ニ
コ
ラ
イ
二
世
は
一
九
一
八
年
七
月
、
白
軍
の
接
近
す
る
エ
カ
テ
リ
ン
ブ
ル
ク
で
家
族
共
々
処
刑
さ
れ

た
。
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新
し
い
国
際
組
織
設
立
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
次
第
に
高
い
関
心
を
集
め
、
大
戦
終
結
ま
で
に
は
講
和
会
議
で
議
論
さ
れ
る
こ
と

は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
一
八
年
を
通
し
て
具
体
案
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
た
。
こ
の
実
務
的
側
面
で
の
イ

ギ
リ
ス
の
貢
献
は
大
き
く
、
国
際
連
盟
設
立
の
基
礎
と
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
万
国
平
和
会
議
に
参
加
し
た
レ
オ
ン
・
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
ら
が
彼
ら
の
プ
ラ
ン
を
練
っ
て
い
た
。

一
九
一
九
年
に
開
催
さ
れ
た
パ
リ
講
和
会
議
で
は
英
米
の
草
案
を
元
に
国
際
連
盟
規
約
が
検
討
さ
れ
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
ヴ
ェ

ル
サ
イ
ユ
条
約
な
ど
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
た
。
連
盟
の
第
一
の
目
的
は
平
和
の
維
持
で
あ
り
、
連
盟
規
約
は
、
戦
争
に
訴
え
る

と
い
う
、
そ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
た
自
由
を
制
限
し
た
。
す
な
わ
ち
、
連
盟
規
約
一
二
条
、
一
三
条
、
一
五
条
は
、
三
つ
の
場

合
に
つ
い
て
戦
争
に
訴
え
な
い
義
務
を
課
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
国
々

は
依
然
と
し
て
戦
争
に
訴
え
る
自
由
を
有
し
て
い
（
91
）

た
」。
連
盟
規
約
は
戦
争
を
違
法
化
し
た
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
に
戦
争
に
訴
え

な
い
こ
と
、
そ
の
間
に
仲
裁
な
ど
の
手
続
き
を
経
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
（
92
）

あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
ブ
ラ
イ
ス
・
グ
ル
ー
プ
の

提
案
に
近
い
。

連
盟
規
約
を
起
草
し
た
人
び
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
世
界
秩
序
、
大
戦
前
か
ら
大
戦
中
に
行
わ
れ
た
戦
争
の
方
法
を

規
制
し
よ
う
と
す
る
努
力
な
ど
を
知
悉
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
連
盟
規
約
は
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
仲
裁
な
ど

の
考
え
を
引
き
継
い
だ
（
93
）

上
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
連
盟
規
約
第
一
四
条
は
「
連
盟
理
事
会
は
、
常
設
国
際
司

法
裁
判
所
設
置
案
を
作
成
し
、
之
を
連
盟
国
の
採
択
に
付
す
べ
し
。
該
裁
判
所
は
、
国
際
的
性
質
を
有
す
る
一
切
の
紛
争
に
し
て

其
の
当
事
国
の
付
託
に
係
る
も
の
を
裁
判
す
る
の
権
限
を
有
す
」
と
定
め
て
い
る
。
万
国
平
和
会
議
で
設
立
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
Ａ
を
越

え
、
常
設
の
国
際
法
廷
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
連
盟
理
事
会
が
任
命
し
た
法

律
家
諮
問
委
員
会
が
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
設
置
案
を
検
討
し
て
い
く
。
実
際
の
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
選
挙
に
際
し
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て
は
、
Ｐ
Ｃ
Ａ
の
リ
ス
ト
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
（
94
）

な
る
。

日
英
同
盟
に
関
連
す
る
条
文
と
し
て
は
、
連
盟
規
約
第
二
〇
条
が
「
連
盟
国
は
、
本
規
約
の
条
項
と
両
立
せ
ざ
る
連
盟
国
相
互

間
の
義
務
又
は
了
解
が
各
自
国
の
関
す
る
限
り
総
て
本
条
約
に
依
り
廃
棄
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
承
認
」
す
る
と
定
め
て

い
る
。
同
盟
網
や
そ
の
間
の
勢
力
均
衡
の
追
求
が
平
和
を
脅
か
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
イ
ア
ン
・
ニ
ッ
シ
ュ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
前
半
の
段
階
で
は
イ
ギ
リ
ス
に
も
複
数
の
意
見
が
あ
り
、
日

英
同
盟
が
明
白
に
連
盟
規
約
第
二
〇
条
に
反
し
、
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
国
際
連
盟
は
設
立
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
実
際
の
機
構
は
ゼ
ロ
か
ら
作
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
我
々
が

目
に
す
る
よ
う
な
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
旧
国
際
連
盟
本
部
（
現
在
は
国
際
連
合
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
事
務
局
）
の
建
物
な
ど
プ
ラ
ン
す
ら
存
在

し
な
か
っ
た
時
期
で
あ
る
。
ま
し
て
最
初
に
提
唱
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
参
加
し
て
お
ら
ず
、
連
盟
が
浮
く
か
沈
む
か
全
く
わ

か
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
日
英
同
盟
協
約
を
改
定
し
て
連
盟
規
約
と
整
合
性
を
持
た
せ
、
同
盟
に
批
判
的
な
ア
メ
リ
カ
や
中
華

民
国
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
に
す
る
と
い
う
の
が
イ
ギ
リ
ス
で
も
多
数
派
の
案
で
あ
（
95
）

っ
た
。

な
お
、
辛
亥
革
命
の
後
、
英
米
に
と
っ
て
中
華
民
国
は
進
歩
的
勢
力
に
映
り
始
め
て
い
た
。
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
、

ア
メ
リ
カ
で
教
育
を
受
け
、
英
語
に
よ
っ
て
意
思
疎
通
が
容
易
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
若
い
中
国
人
た
ち

が
、
ア
メ
リ
カ
に
似
た
新
し
い
共
和
国
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
の
が
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
が
日
英
同
盟
廃
棄
で
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
同
盟
と
連
盟
規
約
二
〇
条
と
の
法
的
関
係
を
示
す
必
要
が

あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
六
月
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
日
英
同
盟
協
約
が
満
期
を
迎
え
た
後
は
国
際
連
盟
規
約
と
矛
盾
し
な
い
形
で
の
み

継
続
さ
れ
得
る
と
連
盟
に
共
同
で
通
知
す
る
こ
と
を
日
本
に
提
案
し
た
。
日
本
は
こ
の
考
え
に
同
意
し
た
が
、
同
時
に
、
こ
の
共

同
宣
言
に
は
、
両
国
が
原
則
と
し
て
同
盟
の
継
続
を
望
む
こ
と
も
含
ま
せ
る
べ
き
だ
と
論
じ
た
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
外
相
カ
ー
ゾ
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ン
伯
爵
（1stEarlCurzon

ofK
edleston

、
一
九
二
一
年
以
降
は
侯
爵1stM
arquis

Curzon
ofK

edleston

）
は
、「
も
し
一
九

二
一
年
以
降
に
継
続
さ
れ
る
場
合
に
は
（ifthe

said
A
greem

entbe
continued

afterJuly
1921

）」
と
い
う
表
現
を
提
案
（
96
）

し
た
。

こ
の
後
七
月
に
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
法
律
顧
問
補
Ｈ
・
Ｗ
・
マ
ル
キ
ン
（H

erbertW
illiam

M
alkin

）
は
、
同
盟
を
終
了
さ
せ

る
一
年
前
の
通
告
が
な
さ
れ
た
と
の
考
え
を
述
べ
は
じ
め
た
。
第
三
次
日
英
同
盟
協
約
の
期
限
は
一
九
二
一
年
七
月
で
あ
り
、
最

初
か
ら
「
一
九
二
〇
年
七
月
一
三
日
ま
で
に
」
連
盟
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
時
限
を
区
切
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
考
え
は
終
了
一
年
前
の
通
告
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
動
き
は
国
際
連
盟
に
よ
っ

て
平
和
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
時
代
の
変
化
に
は
見
合
っ
て
い
た
し
、
法
的
に
も
正
確
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
考
え
で
あ
る
と
同
盟
相
手
の
日
本
に
は
伝
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
事
態
に
つ
い
て
の
カ
ー
ゾ
ン
の
理
解
は
十
分
で

は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
理
解
し
て
の
行
動
で
あ
れ
ば
、
日
本
側
が
継
続
を
望
ん
で
英
文
案
の
検
討
ま
で
し
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
不
誠
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
だ
（
97
）

ろ
う
。

た
だ
し
、
一
年
後
、
日
英
同
盟
を
二
一
年
七
月
で
自
然
消
滅
さ
せ
よ
う
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
も
く
ろ
み
は
、
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
イ
ド＝

ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid
Lloyd

G
eorge

）
首
相
ら
イ
ギ
リ
ス
政
府
首
脳
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
た
。
大
法
官

（Lord
Chancellor

）
の
バ
ー
ケ
ン
ヘ
ッ
ド
子
爵
（1stV

iscountBirkenhead

）
は
、
連
盟
へ
の
通
告
が
廃
棄
宣
言
に
等
し
い
な

ど
と
い
う
の
は
「
驚
く
べ
き
解
釈
だ
」
と
述
べ
た
。
同
盟
は
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
を
迎
え
る
こ
と
に
な
（
98
）

っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
日
英
同
盟
を
同
時
代
に
並
行
し
て
進
ん
だ
国
際
主
義
の
高
ま
り
、
戦
争
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
変
容
と
並
べ
て
検
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討
し
て
き
た
。
戦
争
、
少
な
く
と
も
戦
い
の
方
法
を
規
制
し
な
け
れ
ば
と
い
う
考
え
方
は
、
第
一
回
、
第
二
回
の
万
国
平
和
会
議

で
も
見
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
政
府
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
平
和
希
求
の
中
心
に
は
い
な
か
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
は
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
戦
争
を
認
め
る
旧
世
界
の
秩
序
の
中
で
最
大
の
帝
国
主
義
国
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
第

一
回
万
国
平
和
会
議
で
は
、「
野
蛮
人
」
に
対
す
る
ダ
ム
ダ
ム
弾
の
使
用
を
強
弁
し
て
他
の
参
加
国
を
驚
愕
さ
せ
た
こ
と
さ
え

あ
っ
た
。

欧
米
諸
国
の
戦
争
に
対
す
る
考
え
方
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
勢
力
均
衡
や
同
盟
で
は
な
く
、
国

際
主
義
、
仲
裁
な
ど
に
よ
っ
て
紛
争
の
開
始
を
遅
ら
せ
る
こ
と
、
法
に
よ
る
平
和
（peace

through
law

）
な
ど
が
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
体
現
し
た
も
の
が
国
際
連
盟
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
文
明
―
非
文
明
の
二
分
論
か
ら
検
討
を
開
始
し
た
。
文
明
国
で
あ
る
は
ず
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

が
殺
戮
を
繰
り
広
げ
た
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
文
明
と
い
う
用
語
が
頻
出
す
る
こ
と
や
露
骨
な
二
分
論
が
語
ら
れ
る
こ
と
は

少
な
く
な
る
。
し
か
し
、
文
明
と
い
う
考
え
方
が
全
く
消
え
て
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
文

明
の
標
準
は
静
的
、
不
変
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
変
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
の

惨
禍
を
経
て
、
戦
争
は
文
明
の
程
度
を
測
る
際
に
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
な
っ
た
。
ベ
ス
ト
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
英
米
を
始

め
西
洋
世
界
は
国
際
主
義
に
傾
い
て
い
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
帝
国
主
義
を
維
持
し
て
い
た
日
本
は
時
代
錯
誤
に
見
え
始
め
た
と

主
張
（
99
）

す
る
。
本
稿
の
検
討
か
ら
は
、
帝
国
主
義
と
い
う
よ
り
は
軍
国
主
義
（m

ilitarism

）
と
い
う
用
語
の
方
が
適
切
か
も
し
れ

な
い
。

戦
争
や
軍
国
主
義
を
マ
イ
ナ
ス
と
考
え
る
の
は
、
現
在
の
我
々
が
考
え
て
も
良
い
方
向
へ
の
変
化
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
欧
米
諸
国
の
変
化
が
ど
こ
ま
で
真
正
の
も
の
で
あ
る
の
か
は
判
断
が
難
し
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
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大
戦
中
の
イ
ギ
リ
ス
が
戦
争
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
変
化
を
主
導
し
た
と
論
ず
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
は
心
地
よ
く
響
き
、
彼

ら
の
評
価
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
の
少
数
の
国
際
主
義
者
た
ち
は
連
盟
設
立
に
つ
な
が
る
議
論
を
リ
ー
ド
し
た

が
、
そ
の
人
数
は
本
当
に
少
な
か
っ
た
。
一
方
で
戦
争
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
好
戦
的
愛
国
主
義
の
騒
ぎ
も
起
こ
り
、
国
際
主
義

者
の
議
論
も
、
広
く
支
持
を
得
る
た
め
に
反
ド
イ
ツ
的
色
彩
を
帯
び
る
に
至
（
100
）

っ
た
。

大
戦
以
降
も
多
様
な
意
見
が
存
在
し
続
け
た
。
た
と
え
ば
保
守
党
に
は
、
国
際
主
義
や
国
際
連
盟
に
賛
成
で
は
な
く
、
一
九
二

〇
年
代
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
軍
事
力
や
勢
力
均
衡
を
重
視
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
海
軍
省
な
ど
は
、
連
盟
規
約
に
頼
る
こ
と

は
で
き
ず
、
将
来
の
戦
争
に
際
し
て
の
行
動
の
自
由
を
重
視
し
続
（
101
）

け
た
。
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
な
く
フ
ラ
ン
ス
を
見
て
も
自
国
の
安

全
が
最
も
大
事
で
、
同
盟
と
い
う
考
え
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
（
102
）

っ
た
。
さ
ら
に
英
仏
の
植
民
地
支
配
は
依
然
と
し
て
続

き
、
欧
米
世
界
の
外
で
の
利
権
保
持
の
た
め
に
は
軍
事
力
の
行
使
が
当
然
視
さ
れ
て
い
た
。
真
に
新
し
い
時
代
が
到
来
し
た
と
日

本
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
変
化
は
、
少
な
く
と
も
東
ア
ジ
ア
で
は
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
国
際
主
義
の
潮
流
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
求
め
る
声
が
次
第
に
優
勢
と
な
る
時
代
が
到
来
し
て
い

た
。
日
本
は
幸
い
に
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
を
経
験
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
も
あ
り
、
日
本
は
戦
争
に
つ
い
て
の
考
え

を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
本
論
文
で
扱
っ
た
時
期
よ
り
は
少
し
先
の
こ
と
に
な
る
が
、
満
洲
事
変
を
経
て
つ

い
に
は
、
国
際
社
会
の
動
き
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
よ
う
で
（
103
）

あ
る
。

注（
1
）
千
葉
功
『
旧
外
交
の
形
成
―
―
日
本
外
交
一
九
〇
〇
〜
一
九
一
九
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
ⅳ
頁
。

（
2
）
万
国
平
和
会
議
に
つ
い
て
研
究
し
た
ア
ベ
ン
フ
イ
ス
は
、
外
交
史
と
国
際
法
の
歴
史
も
「
ほ
と
ん
ど
出
会
う
こ
と
が
な
い
（rarely
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